
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

平成２０年１２月５日 製品安全課

商品名等

（電気用品名等）

ドライアイス洗浄機

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

溶接後のスパッタ、機械設備に付着したコークスの除去及び各種金型の洗浄を行

う機器である。

外部のエアーコンプレッサから圧縮空気の供給を受け、機器内容器に収納された

ペレット状のドライアイスをノズルから洗浄物に吹付け、ドライアイスの昇華現象

を利用して洗浄する機器である。

○構造、仕様、意匠

外観寸法等：４００（Ｗ）×６００（Ｄ）×１０００（Ｈ）㎜、重量６５㎏

ドライアイス収納容量：１５㎏

定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、５００Ｗ

○主な使用者、販売先

各種製造工場、産業用洗浄事業者

２ 対象・非対象の解釈

電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。

（理由）

本製品は、圧縮空気の供給を受け、ペレット状ドライアイスの昇華現象を利用し

て各種金型等を洗浄するものなので、「運動用具又は娯楽用具の洗浄機」に該当し

ないことから、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。


